
別　記
第一号様式（第三条）

事務の名称 個人の類型
事務の目的 個人情報を収集する理由

□ 整理番号 □ 職業・職歴 □ 人種 □ 社会的身分 □ 病歴 ■ □
■ 氏名 □ 学業・学歴 □ 犯罪の経歴 □ ■ 有 □ 無 ■ ■
□ 本籍・国籍 □ 資格・賞罰 □ □ □ □
■ 住所 □ 成績・評価 □ □ ■
□ 生年月日・ □ 財産・収入 ■ ■

年齢 □ 納税状況 □ □ その他 □ その他
□ 電話番号 □ 公的扶助 □ ■ 有 □ 無
□ 性別 □ 趣味 備考
□ 個人番号 ■ その他 □ 信条

□
□ 身体状況
□ 家族状況 □
□ 親族関係
□ 婚姻
■ 整理番号 □ 職業・職歴 □ 人種 □ 社会的身分 □ 病歴 ■ ■
■ 氏名 □ 学業・学歴 □ 犯罪の経歴 □ □ 有 ■ 無 □ □
□ 本籍・国籍 □ 資格・賞罰 □ □ □ □
■ 住所 □ 成績・評価 □ □ □
■ 生年月日・ □ 財産・収入 □ □

年齢 □ 納税状況 □ □ その他 □ その他
□ 電話番号 □ 公的扶助 □ □ 有 □ 無
□ 性別 □ 趣味 備考
□ 個人番号 □ その他 □ 信条

□
□ 身体状況
□ 家族状況 ■
□ 親族関係
□ 婚姻
□ 整理番号 □ 職業・職歴 □ 人種 □ 社会的身分 □ 病歴 □ □
■ 氏名 □ 学業・学歴 □ 犯罪の経歴 □ ■ 有 □ 無 ■ ■
□ 本籍・国籍 □ 資格・賞罰 □ □ □ □
■ 住所 □ 成績・評価 □ ■ ■
■ 生年月日・ □ 財産・収入 ■ □

年齢 □ 納税状況 □ □ その他 □ その他
□ 電話番号 □ 公的扶助 □ ■ 有 □ 無
■ 性別 □ 趣味 備考
□ 個人番号 ■ その他 □ 信条

□
□ 身体状況
□ 家族状況 ■
□ 親族関係
□ 婚姻
□ 整理番号 □ 職業・職歴 □ 人種 □ 社会的身分 □ 病歴 □ □
■ 氏名 □ 学業・学歴 □ 犯罪の経歴 □ ■ 有 □ 無 ■ ■
□ 本籍・国籍 □ 資格・賞罰 □ □ □ □
■ 住所 □ 成績・評価 □ ■ ■
■ 生年月日・ □ 財産・収入 ■ □

年齢 □ 納税状況 □ □ その他 □ その他
□ 電話番号 □ 公的扶助 □ ■ 有 □ 無
■ 性別 □ 趣味 備考
□ 個人番号 ■ その他 □ 信条

□
□ 身体状況
□ 家族状況 ■
□ 親族関係
□ 婚姻

暴力団員
などの有無

暴力団員
などの有無

部・課名 農林水産部水産局漁業資源課
個人情報の
処 理 形 態

個人情報の主な収集先 個人情報の主な提供先 個人情報を所管する組織名

海洋生物資源の保存及び管
理に関する法律施行細則に
よる漁獲可能量制度管理事
務

特定の海洋生物を別途定め
た県規則により指定された
漁業種類によって採捕し、
これを陸揚げした者

電算処理の有無 本人から収集 無 農林水産部水産局漁業資源課
本人以外から収集 有

他の実施機関 他の実施機関
他の官公庁 他の官公庁
民間・私人

要配慮個人情報
個人情報の記録項目

308名

実施機関内部での利用

民間・私人

海洋生物資源の保存及び管
理に関する法律施行細則に
よる漁獲可能量制度を適切
に運用する

個人等からの報告を基に、
漁獲量を迅速に集計し、漁
業者に漁獲可能量を遵守さ
せる

漁業情報サー
ビス（JAFIC）
を経由して水
産庁に提出

刑事事件に関する手続
少年の保護事件に関する手続

社会的差別の原因となるおそれのある個人
情報として実施機関が定めるもの

電算処理の際オ
ンライン処理の
有無

内水面における水産動植物
の採捕の許可事務

採捕許可申請者 電算処理の有無 本人から収集 無

　漁船名、
　漁業種類、
　漁獲量、
　陸揚げ日

内水面における水産資源の
保護培養、漁業調整を図
り、併せて漁業秩序の確立
を期するため

採捕の許可をするかどうか
の判断に関し必要なため

心身の機能障害
犯罪により害を被った事実

健康診断等の結果
医師等による指導又は診療若しくは調剤の
事実

他の官公庁 他の官公庁
民間・私人 民間・私人

刑事事件に関する手続
少年の保護事件に関する手続

農林水産部水産局漁業資源課
犯罪により害を被った事実 本人以外から収集 有

心身の機能障害 健康診断等の結果 他の実施機関 他の実施機関
医師等による指導又は診療若しくは調剤の
事実

電算処理の際オ
ンライン処理の
有無

他の官公庁 他の官公庁
民間・私人 民間・私人

刑事事件に関する手続
少年の保護事件に関する手続

少年の保護事件に関する手続

沿岸漁業及び内水面漁業の
生産性及び漁民所得の増大
を図るため

千葉県暴力団排除条例に基
づき、補助を受けようとす
る事業を行う者が暴力団員
などではないことを県警察
本部に照会し、確認するた
め

100名
社会的差別の原因となるおそれのある個人
情報として実施機関が定めるもの

実施機関内部での利用

平成25年水産課から移行
197名社会的差別の原因となるおそれのある個人

情報として実施機関が定めるもの
実施機関内部での利用

千葉県栽培漁業振興総合対
策事業事務

補助を受けようとする事業
を行う者（漁協役員など）

電算処理の有無 本人から収集 無 農林水産部水産局漁業資源課
犯罪により害を被った事実 本人以外から収集 有

心身の機能障害 健康診断等の結果 他の実施機関 他の実施機関
医師等による指導又は診療若しくは調剤の
事実

電算処理の際オ
ンライン処理の
有無

しらすうなぎの採捕体制を
適正に維持するため

千葉県暴力団排除条例に基
づき、補助を受けようとす
る事業を行う者が暴力団員
などではないことを県警察
本部に照会し、確認するた
め

13名
社会的差別の原因となるおそれのある個人
情報として実施機関が定めるもの

実施機関内部での利用

千葉県しらすうなぎ採捕体
制事業事務

補助を受けようとする事業
を行う者（漁協役員など）

電算処理の有無 本人から収集 無 農林水産部水産局漁業資源課
犯罪により害を被った事実 本人以外から収集 有

心身の機能障害 健康診断等の結果 他の実施機関 他の実施機関
医師等による指導又は診療若しくは調剤の
事実

電算処理の際オ
ンライン処理の
有無

他の官公庁 他の官公庁
民間・私人 民間・私人

刑事事件に関する手続

注　■は当該事項に該当することを、□は当該事項に該当しないことを表す。 1/2



別　記
第一号様式（第三条）

事務の名称 個人の類型
事務の目的 個人情報を収集する理由

部・課名 農林水産部水産局漁業資源課
個人情報の
処 理 形 態

個人情報の主な収集先 個人情報の主な提供先 個人情報を所管する組織名
要配慮個人情報

個人情報の記録項目

□ 整理番号 □ 職業・職歴 □ 人種 □ 社会的身分 □ 病歴 □ □
■ 氏名 □ 学業・学歴 □ 犯罪の経歴 □ ■ 有 □ 無 ■ ■
□ 本籍・国籍 □ 資格・賞罰 □ □ □ □
■ 住所 □ 成績・評価 □ ■ ■
■ 生年月日・ □ 財産・収入 ■ □

年齢 □ 納税状況 □ □ その他 □ その他
□ 電話番号 □ 公的扶助 □ ■ 有 □ 無
■ 性別 □ 趣味 備考
□ 個人番号 ■ その他 □ 信条

□
□ 身体状況
□ 家族状況 ■
□ 親族関係
□ 婚姻
□ 整理番号 □ 職業・職歴 □ 人種 □ 社会的身分 □ 病歴 □ □
■ 氏名 □ 学業・学歴 □ 犯罪の経歴 □ ■ 有 □ 無 ■ ■
□ 本籍・国籍 □ 資格・賞罰 □ □ ■ □
■ 住所 □ 成績・評価 □ ■ ■
■ 生年月日・ □ 財産・収入 □ □

年齢 □ 納税状況 □ □ その他 □ その他
□ 電話番号 □ 公的扶助 □ ■ 有 □ 無
■ 性別 □ 趣味 備考
□ 個人番号 ■ その他 □ 信条

□
□ 身体状況
□ 家族状況 ■
□ 親族関係
□ 婚姻
□ 整理番号 □ 職業・職歴 □ 人種 □ 社会的身分 □ 病歴 □ □
■ 氏名 □ 学業・学歴 □ 犯罪の経歴 □ ■ 有 □ 無 ■ ■
□ 本籍・国籍 □ 資格・賞罰 □ □ ■ □
■ 住所 □ 成績・評価 □ ■ ■
■ 生年月日・ □ 財産・収入 □ □

年齢 □ 納税状況 □ □ その他 □ その他
□ 電話番号 □ 公的扶助 □ ■ 有 □ 無
■ 性別 □ 趣味 備考
□ 個人番号 ■ その他 □ 信条

□
□ 身体状況
□ 家族状況 ■
□ 親族関係
□ 婚姻

暴力団員
などの有無

暴力団員
などの有無

千葉県健全な内水面生態系
復元等推進事業事務

補助を受けようとする事業
を行う者（漁協役員など）

電算処理の有無 本人から収集 無

刑事事件に関する手続
少年の保護事件に関する手続

害敵生物による漁業被害防
止のため

千葉県暴力団排除条例に基
づき、補助を受けようとす
る事業を行う者が暴力団員
などではないことを県警察
本部に照会し、確認するた
め

11名
社会的差別の原因となるおそれのある個人
情報として実施機関が定めるもの

実施機関内部での利用

農林水産部水産局漁業資源課
犯罪により害を被った事実 本人以外から収集 有

心身の機能障害 健康診断等の結果 他の実施機関 他の実施機関
医師等による指導又は診療若しくは調剤の
事実

電算処理の際オ
ンライン処理の
有無

他の官公庁 他の官公庁
民間・私人 民間・私人

刑事事件に関する手続
少年の保護事件に関する手続

水産業・漁村の持つ水産多
面的機能の発揮を図るため

千葉県暴力団排除条例に基
づき、補助を受けようとす
る事業を行う者が暴力団員
などではないことを県警察
本部に照会し、確認するた
め

12名
社会的差別の原因となるおそれのある個人
情報として実施機関が定めるもの

実施機関内部での利用

千葉県水産多面的機能発揮
対策事業事務

補助を受けようとする事業
を行う者（千葉県水産多面
的機能発揮対策地域協議会
の役員）

電算処理の有無 本人から収集 無 農林水産部水産局漁業資源課
犯罪により害を被った事実 本人以外から収集 有

心身の機能障害 健康診断等の結果 他の実施機関 他の実施機関
医師等による指導又は診療若しくは調剤の
事実

電算処理の際オ
ンライン処理の
有無

他の官公庁 他の官公庁
民間・私人 民間・私人

東京湾沿岸の市町、漁協等
が実施する漁場環境の改
善、資源の育成・導入及び
生産性の向上等の事業に対
し助成する

千葉県暴力団排除条例に基
づき、補助を受けようとす
る事業を行う者が暴力団員
などではないことを県警察
本部に照会し、確認するた
め

当該事業の事業種目によ
り、実施機関が複数存在す
る。
100名

社会的差別の原因となるおそれのある個人
情報として実施機関が定めるもの

実施機関内部での利用

東京湾漁業総合対策事業業
務

補助を受けようとする事業
を行う者（漁協役員など）

電算処理の有無 本人から収集 無 農林水産部水産局
水産課、
漁業資源課、
館山水産事務所

犯罪により害を被った事実 本人以外から収集 有
心身の機能障害 健康診断等の結果 他の実施機関 他の実施機関
医師等による指導又は診療若しくは調剤の
事実

電算処理の際オ
ンライン処理の
有無

他の官公庁 他の官公庁
民間・私人 民間・私人

刑事事件に関する手続
少年の保護事件に関する手続

暴力団員
などの有無

注　■は当該事項に該当することを、□は当該事項に該当しないことを表す。 2/2


